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イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は
、「
イ
ン
ボ
イ
ス（
適
格

請
求
書
）」と
呼
ば
れ
る
一
定
の
要
件
を
満
た
す

請
求
書
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
、イ
ン
ボ
イ
ス
を

受
け
取
っ
た
事
業
者
だ
け
が
消
費
税
の
仕
入
税

額
控
除
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
制
度
で
す
。イ

ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す
る
に
は
、税
務
署
長
に
登

録
申
請
書
を
提
出
し
、イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
と
し
て
の
登
録
と
、登
録
番
号
の
発
行
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、現
行
の
請
求
書
と
、新
た
に
必
要
と

な
る
イ
ン
ボ
イ
ス
で
は
、記
載
内
容
に
ど
の
よ

う
な
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。イ
ン
ボ
イ
ス

に
は
、現
行
の
請
求
書
へ
の
記
載
内
容
に
加
え

て
、登
録
番
号
や
適
用
税
率
、税
率
ご
と
に
区

分
し
た
消
費
税
額
等
と
いっ
た
項
目
の
記
載
が

必
要
に
な
り
ま
す（
6
ペ
ー
ジ
図
１
参
照
）。ま

た
、飲
食
店
の
よ
う
に
不
特
定
多
数
の
方
に
対

し
て
販
売
等
を
行
う
取
引
に
つ
い
て
は
、イ
ン

ボ
イ
ス
に
代
え
て
、「
簡
易
イ
ン
ボ
イ
ス（
適
格
簡

易
請
求
書
）」を
交
付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
次
に
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
る
と
、ど
の
よ

う
な
影
響
が
出
て
く
る
の
か
を
見
て
い
き
ま
す
。

　
ま
ず
、登
録
事
業
者（
課
税
事
業
者
）の
側

か
ら
見
て
み
る
と
、未
登
録
事
業
者（
免
税
事

業
者
）か
ら
の
仕
入
れ
は
全
額
控
除
で
き
な
い

た
め
、税
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、経
過
措
置
と
し
て
２
０
２
３
年
10
月

１
日
か
ら
６
年
間
は
、イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
く

八島徳子公認会計士・税理士事務所　代表
仙台商工会議所　エキスパート・バンク登録専門家

八島 徳子（やしま・とくこ）氏

自社の取引状況に合った選択を行い、
早めに準備を進めましょう。

宮城県職員を経て、２００６年11月、公認会計士試験合格。同年12月、新日本有限責任監査法人（現・ＥＹ新日本有限責任
監査法人）入社し、建設業や電力業などの監査や財務調査等のアドバイザリー業務に従事。２０１４年７月、八島徳子公認
会計士事務所を設立。同年９月、税理士登録後に会社名を八島徳子公認会計士・税理士事務所に変更し、現在に至る。

登
録
の
有
無
に
よ
る
影
響

プロフィル

２０２３年１０月の
導入開始から何が変わる？

全ての事業者に影響のある
インボイス制度
特集特集

　正確な税額計算を行うことなどを目的に、２０２３年
１０月１日から「インボイス制度（適格請求書等保存方
式）」の導入が開始されます。自社の登録状況によって
は、取引先が仕入税額控除の適用を受けられなくなるこ
とを理由に、取引条件等の見直しを求められる可能性が
あるなど、売り上げに直結するリスクが事業形態を問わ
ず想定されることから、事前にインボイス制度への対応
について考えておく必要があります。
　そこで今月号では、インボイス制度の概要を改めてご
紹介するとともに、インボイス発行事業者への登録の有
無によって自社の取引や利益にどういった影響が生じる
のか、事例を交えながら解説します。

　正確な税額計算を行うことなどを目的に、２０２３年
１０月１日から「インボイス制度（適格請求書等保存方
式）」の導入が開始されます。自社の登録状況によって
は、取引先が仕入税額控除の適用を受けられなくなるこ
とを理由に、取引条件等の見直しを求められる可能性が
あるなど、売り上げに直結するリスクが事業形態を問わ
ず想定されることから、事前にインボイス制度への対応
について考えておく必要があります。
　そこで今月号では、インボイス制度の概要を改めてご
紹介するとともに、インボイス発行事業者への登録の有
無によって自社の取引や利益にどういった影響が生じる
のか、事例を交えながら解説します。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は
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図3．簡略計算による利益額のシミュレーション 

レ
ジ
等
の
シ
ス
テ
ム
改
修
も
必
要

前提条件  〈売り上げ〉9,000,000円 〈課税仕入〉3,000,000円

〈売り上げ〉9,900,000円 〈課税仕入〉3,000,000円

〈利益〉6,000,000円

6,272,800円

免税事業者

本則課税を選択し
消費税分（10％）を価格に

上乗せした場合
消費税 ： 9,900,000×10／110－3,000,000×10／110≒627,200円
〈利益〉9,900,000－3,000,000－627,200＝

〈売り上げ〉9,000,000円 〈課税仕入〉3,000,000円

5,454,600円

本則課税を選択し
価格を据え置いた場合 消費税 : 9,000,000×10／110－3,000,000×10／110≒545,400円

〈利益〉9,000,000－3,000,000－545,400＝

〈売り上げ〉9,000,000円 〈課税仕入〉3,000,000円

5,754,600円

5,591,000円

簡易課税を選択し
価格を据え置いた場合

消費税 : 3種（建設業など）の場合（70％控除）≒245,400円
〈利益 ３種の場合〉6,000,000－245,400＝

消費税 : ５種（サービス業など）の場合（50％控除）≒409,000円
〈利益 5種の場合〉6,000,000－409,000＝

〈売り上げ〉9,000,000円 〈課税仕入〉3,000,000円

〈売り上げ〉8,100,000円 〈課税仕入〉3,000,000円
5,100,000円

免税事業者のまま価格を
消費税分（10％）引き下げた場合

免税事業者のまま
価格を据え置いた場合

〈利益〉8,100,000－3,000,000＝

6,000,000円〈利益〉9,000,000－3,000,000＝

①①

②②

③③

④④

⑤⑤

登　録
事業者

未登録
事業者

仙台商工会議所では、インボイス制度への対応を含めた税務・会計に関するご相談を
随時受け付けています。お気軽にご相談ください。

問 仙台商工会議所 経営支援グループ  ℡ 022-２６５-８１２７ 問い合わせフォーム

日
本
商
工
会
議
所
作
成

「
 今す
ぐ
確
認
！

 中
小
企
業・小
規
模
事
業
者
の

 ため
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
対
策
」

　日
本
商
工
会
議
所
が
作
成
し
た
小
冊
子「
今

す
ぐ
確
認
！
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
た

め
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
対
策
」を
、当
所
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　本
小
冊
子
に
は
、イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
具
体

的
な
対
策
を
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
。ぜ
ひ
、自
社
の
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
へ
の
対
応
準
備
に
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

て
も
一
定
割
合（
前
半
３
年
間
は
80
％
、後
半
３

年
間
は
50
％
）の
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
で
、未
登
録
事
業
者（
免
税
事
業
者
）に

は
、ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
か
。

「
Ａ：
課
税
事
業
者
で
本
則
課
税
」、「
Ｂ：
課
税

事
業
者
で
簡
易
課
税
、免
税
事
業
者
、消
費
者
」

と
し
た
場
合
、図
2
の
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
ま
た
、免
税
事
業
者
は
、イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
へ
の
登
録
の
有
無
に
よ
っ
て
、利
益
が
大
き

く
変
動
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。具
体
的

に
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
の
か
を
簡
略
計
算
で
算
出

し
て
み
た
も
の
が
図
3
で
す
。

　
図
3
に
あ
る「
本
則
課
税
」と「
簡
易
課
税
」

の
違
い
は
、仕
入
控
除
す
る
べ
き
税
額
計
算
に
お

い
て
、本
則
課
税
は
実
際
の
仕
入
額
等
を
基
に

計
算
す
る
の
に
対
し
て
、簡
易
課
税
は
売
り
上

げ
に
よ
り
預
か
っ
た
消
費
税
額
に
業
種
に
応
じ

た
み
な
し
仕
入
率（
90
％
〜
40
％
）を
乗
じ
て
計

算
し
ま
す
。ま
た
、本
則
課
税
で
は
イ
ン
ボ
イ
ス

の
保
存
が
必
要
で
す
が
、簡
易
課
税
で
は
イ
ン

ボ
イ
ス
が
な
く
て
も
税
額
控
除
が
で
き
ま
す
。た

だ
し
、簡
易
課
税
は
、事
務
負
担
が
少
な
く
て

済
む
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、事
前
に

届
出
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
、２
年
間
は

継
続
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
取
引
に
占
め
る
A
の
割
合
が
少
な
い
場
合

は
、免
税
事
業
者
の
ま
ま
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
へ
の
登
録
も
し
な
い
と
い
う
選
択
肢
も
あ

り
ま
す
。そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、課
税
事
業
者

と
な
っ
た
上
で
、本
則
課
税
か
簡
易
課
税
の
ど

ち
ら
が
有
利
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。免
税
事
業
者
の
ま
ま
で

い
る
こ
と
を
選
択
し
た
場
合
は
、取
引
先
か
ら

消
費
税
分
の
値
引
き
を
要
求
さ
れ
た
り
、課
税

事
業
者（
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
）と
の
競
合

で
不
利
に
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、ど
ち
ら
が
自
社
に
合
っ
て
い
る
の
か
を
こ
の

機
会
に
よ
く
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き
な
い
事
業
者

へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、仕
入
税
額
控
除
が
で
き

な
く
な
る
消
費
税
相
当
額
を
、取
引
当
事
者
と

の
間
で
ど
の
よ
う
に
負
担
す
る
か
を
協
議
す
る

こ
と
は
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
し
、そ
の
結
果
、

取
引
対
価
の
引
き
下
げ
や
取
引
の
停
止
に
至
っ

た
と
し
て
も
、 

直
ち
に
何
ら
か
の
違
反
に
該
当
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、買
い
手
の
優

越
的
な
立
場
を
利
用
し
て
、一
方
的
に
強
要
し
た

よ
う
な
場
合
は
、独
占
禁
止
法
等
に
違
反
す
る

こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
す
で
に
課
税
事
業
者
の
場
合
は
、イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
事
業
者
へ
の
登
録
準
備
を
進
め
て
く
だ
さ

い
。免
税
事
業
者
の
場
合
は
、取
引
先
と
の
協
議

や
自
社
へ
の
影
響
額
等
を
勘
案
し
て
登
録
の
可

否
や
時
期
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。先

ほ
ど
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、経
過
措
置
が
あ
り

ま
す
の
で
、考
慮
の
材
料
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、登
録
す
る
場
合
に
は
、原
則
２
０
２
３

年
３
月
31
日
ま
で
に
登
録
手
続
き
を
行
っ
た
上

で
、同
年
10
月
１
日
か
ら
発
行
で
き
る
よ
う
に

準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。登
録
申
請

と
併
せ
て
レ
ジ
や
経
理・受
注
シ
ス
テ
ム
な
ど
の

改
修
も
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、商
工
会
議
所

の
専
門
家
相
談
制
度
の
ほ
か
、小
規
模
事
業
者

持
続
化
補
助
金
の「
イ
ン
ボ
イ
ス
枠
」、Ｉ
Ｔ
導

入
補
助
金
と
い
っ
た
支
援
施
策
の
活
用
な
ど
も

視
野
に
入
れ
な
が
ら
準
備
し
て
い
く
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
対
応
は
、早
め
の
行
動

が
良
い
結
果
を
も
た
ら
す
と
思
い
ま
す
。国
税

庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
も
参
考
に
し
な
が
ら
、

準
備
に
着
手
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

図2． インボイス制度の導入が開始された際に考えられる未登録事業者への影響
 A:課税事業者で本則課税
 B:課税事業者で簡易課税、免税事業者、消費者

消費者および免税事業者は、仕
入税額控除の問題は生じません。
インボイス登録事業者でも簡易
課税制度を選択している場合は、
インボイスがなくても税額控除
できるため、特に問題は生じない
と思われます。

取引の割合により、影響の度合い
を判断する必要があります。

Ａにおいて仕入税額控除ができ
ないため、値下げ要求や取引停
止ということが考えられます。

建設業（一人親方）、
製造業などで
取引先が
Ａのみの事業者

① ② ③

学習塾、
ゲーム
センターなどで
取引先が
Ｂのみの事業者

飲食店、
個人
タクシーなどで
取引先が
ＡおよびＢの事業者

自社の
業種と
取引先の
区分

考えられる
影響

図１．インボイスの記載事項 

出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

○下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。

※⑤の「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回ずつとなります。

【記載事項】

○様式は、法令または通達等で定められておらず、必要な事項が記載されたものであれば、名称を問わず、また、手書きであっても、
　適格請求書に該当します。

適格請求書
① 適格請求書発行事業者の氏名または
　 名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
　 （税抜きまたは税込み）および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 *　軽減税率対象

請求書 △△商事㈱
登録番号　T012345…

× × 年11月30日11月分　131,200円

日付

合計

品名

120,000円

8%対象 40,000円

消費税  11,200円

消費税　 3,200円
10%対象 80,000円 消費税　 8,000円

金額

11/1 魚　　* 5,000円

11/1 豚肉　* 10,000円

11/2 タオルセット

…

2,000円

㈱○○御中

② ③

⑥
①

③④

⑤




